
86 「広報ひがしよどがわ」2月号は70,000部発行し、1部あたりの発行単価(配付費用含む)は約22円です(そのうち約2円を広告収入で賄っています)。

無料

無料

入場
無料

　65歳以上の方で、寝たきりの方や介護が必要な認知症の方のうち、その程度
によって、市町村長から障がい者に準ずる者として「障がい者控除対象者認定
書」の交付が受けられる場合があります。所得税や個人市・府民税の申告をする
ことにより、「障がい者控除」の適用を受けることができます。詳しくは、お問い合
わせください。
区役所保健福祉課(高齢) 4809-9857

障がい者控除対象者認定書を交付しています

 新聞などの古紙は、集団で回収して再資源化業者に引き渡すことで、立派な資
源として活かすことができ、さらに資源の売上金を有効に活用できます。また、大
阪市では、活動団体に対する支援制度を設けています。団体登録は、随時受け
付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
★環境局ホームページで、資源集団回収団体が出した古紙の回収に対応でき
　る再生資源業者の情報提供を行っています。
東北環境事業センター 6323-3511

はじめませんか？ 資源集団回収を！

　医療費控除の対象となる費用は、下記①～③のとおりです。
　なお、あらたに介護福祉士などによる喀痰吸引および経管栄養のサービスの
利用料が、医療費控除の対象になりました。いずれも、申告には領収書などが必
要です。
①施設サービスを利用している方
介護療養型医療施設・介護老人保健施設に入所

　⇒施設サービス費用と食費、居住費などの自己負担額
介護老人福祉施設に入所
　⇒施設サービス費用と食費、居住費などの自己負担額の1/2
②居宅サービスを利用している方
　訪問看護などの医療系サービスや、ケアプランに組み入れて医療系サービ
スと併せて利用した訪問介護などの福祉系サービス費(生活援助が中心であ
る場合は除く)の自己負担額
③おむつ代
　要介護認定を受けていて、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
の方は、医師の「おむつ使用証明書」にかえて、大阪市が「主治医意見書記載
内容確認書」を発行できる場合があります。ただし、介護保険の主治医意見書
の確認ができ、一定の条件に該当する場合に限りますので、詳しくはお問い合
わせください。
区役所保健福祉課(介護保険) 4809-9859

介護サービス利用料の一部は
医療費控除の対象となる場合があります

こんなときは…
大阪府下どこからでも

#7119(携帯電話・PHS・プッシュ回線から利用可能) または 6582-7119へ
★24時間365日、医師・看護師・相談員が救急医療相談に対応します。

東淀川消防署 6320-0119

救急安心センターおおさか

　相談が気軽にできる地域づくりをめざして、障がいのある人の暮らし
に関する｢総合相談会｣を開催します。専門家がさまざまな相談に応じ
ます。お気軽にお申し込みください。

3月30日(土) 13時～16時　 区民ホール(区役所3階)
障がい児・障がい者の方とその家族や関係者の方など
電話・ファックスで、3月15日(金)までに申し込み。
区役所保健福祉課(障がい) 4809-9845 6327-2840

　手作り作品の展示、体験コーナー、喫茶コーナー、申し込み不要でさま
ざまな物作りが体験できるブースもあり、お子さんと一緒に楽しめます。
詳しくは、区民会館のホームページまたはコミュニティひがしよどがわ(町
会の班回覧)をご覧ください。

3月1日(金)～3日(日) 9時30分～20時 ※3日は16時30分まで。
区民会館

★展示作品　募集
2月17日(日)～23日(土)の9時30分～20時の間に、区民会館へ作

　　　品を持参してください。
★体験教室　参加者募集　※費用は、いずれも材料費を含む。

往復はがきに、講習会名・希望する日時(①～⑦のいずれかを選択)・
住所・氏名・電話番号を記入のうえ、2月21日(木)消印有効で申し込
み。返信用はがきを持参のうえ、直接来館での申し込みも可。
区民会館(〒533-0023 東淡路1-4-53) 6379-0700

平成25年5月号～10月号
毎月65,000部　 毎月1日　 3月上旬(予定)

※詳しくは、お問い合わせいただくか、近日公開する区ホームページを
　ご覧ください。
★区ホームページへ掲載するバナー広告について、随時募集しています。

区役所総務課(広報) 4809-9816

　医師とプロのチェロ演奏者による音楽療法を含めた講演会です。現代
社会が及ぼすストレスを癒し、糖尿病・心臓疾患・消化器疾患への治療と
音楽の接点を深めていきます。

2月13日(水) 14時～15時30分
区医師会館(豊新2-3-7)　 30名(先着順)
電話で、区医師会( 6320-2226)へ申し込み。
区健康づくり区民会議

　　　(区役所保健福祉課【健康づくり】内)
　　　 4809-9882

第2回第2回 東淀川区障がいに関する総合相談会 東淀川区障がいに関する総合相談会第2回 東淀川区障がいに関する総合相談会

健康づくり教室健康づくり教室
｢心とからだのハーモニー健康教室｣｢心とからだのハーモニー健康教室｣

健康づくり教室
｢心とからだのハーモニー健康教室｣ 健康づくり区民

会議参画事業

広 告 募 集！！
募集月
発行部数 発行日 申込み開始日

第 回 東淀川区民文化のつどい 東淀川区民文化のつどい 東淀川区民文化のつどい

各15名(多数抽選)1,000円

各20名(多数抽選)

200円

500円

500円

①10：00～12：00
②13：00～15：00
③10：00～12：00
④13：00～15：00

⑤10：00～11：30

⑥13：00～16：30

⑦13：00～15：00

3月1日(金)

3月2日(土)

3月1日(金)

3月3日(日)

寄せ植え教室

リモコン
スタンドづくり
布ぞうりづくり
はまぐり型の
小銭入れづくり

「急な病気やけが！」 「病院に行った方がいい？」 「応急手当の方法は？」 「近くの救急病院はどこ？」「救急車を呼んだ方がいい？」

納期限のお知らせ 期限内納付にご協力をお願いします

★国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、個人市・
　府民税(普通徴収)第3期分の納期限は2月28日㊍です

東淀川区「生涯学習ルーム事業・はぐくみネット事業・
学校体育施設開放事業」の公募型企画プロポーザル
事業者を募集します
　「生涯学習ルーム事業・はぐくみネット事業・学校体育施設開放事業」を
企画・実施する事業者を募集します。
●説明会　※説明会への参加が応募の必須条件です。

2月8日(金) 10時～
区民ホール(区役所3階)
メール(tm0012@city.osaka.lg.jp)・直接来所で、2月7日(木）

　　　17時までに申し込み。
★詳しくは、区ホームページをご覧ください。

区役所市民協働課(市民活動支援)　 4809-9826

かく　たん


